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定 期 点 検 整 備 の促 進 と不 正 改 造 車 排 除 を図 るため、下 記 の通り街 頭 検 査 が実 施 されました。

なお、結果は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

【主な不適合箇所】 

方向指示器不点灯など 

※ 都留支部の皆様、ご協力ありがとうございました。 

 

 

〓お知らせ〓 

 

 

平成２８年度(一社)山梨県自動車整備振興会通常総会、山梨県自動車整備商工組合通常総代会

並びに山梨県自動車整備政治連盟通常総会を開催致します。 

会員並びに総代・代議員の皆様のご出席をお願い致します。 

また、当日は総会に先がけ(一社)山梨県自動車整備振興会長表彰等各種表彰式を挙行致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日整連では、標記キャンペーンのスローガンについての募集を行ました。 

その結果、全国から３,６００通の応募があり厳選なる審査が行われ、下記のスローガンが平成

２８年度のキャンペーン・スローガンとして決定しましたのでお知らせいたします。 

 

《スローガン》 

『変わる世に 変わらぬ安心 マイカー点検』 

 

 

 

通常総会・総代会を開催します 

◇ 日 時  ５月２８日(土)１３：００～ 

◇ 場 所  (一社)山梨県自動車整備振興会 大講堂 

平成２８年度マイカー点検キャンペーン・スローガンの決定について(日整連) 

街頭検査実施結果について 

日時 実施場所
運輸支局 ３名 総検査車両数
軽検協 １名 （二輪車） ２９台 

二里塚ポケットパーク 都留支部 ６名 不良車両数 ３台 
振興会 ３名 整備命令 ０台 
二普協 ２名 口頭注意 ３台 
オートバイ組合 ２名 車検切れ ０台 
警察 ３名 

参加者 摘要

４月１３日（水）
９：３０～１１：３０

南都留郡道志村
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検査機器の校正実施に伴い、下記のとおり検査コースを閉鎖しますのでよろしくお願いします。 

６月１０日（金）１３：００～１６：００ 

        実施コース 第２コース    

 １Ｒ・２Ｒは１・２コース共に検査出来ます。 

          軽自動車検査協会 山梨事務所長 

 

 

 

 

 

標記検定が、下記により実施されます。 

指定整備工場においては、騒音計有効期間（前回検定から５年間）の確認を行い、該当する場合は 

必ず検定を受けられますようお知らせいたします。 

検定の有効期限を越えてしまいますと、指定整備が行えませんのでご注意下さい。 

なお、当会でのお預かりはできませんのでご了承ください。 

記 

 

１．日 時  平成２８年５月２５日（水）１０：００～１５：００  （受付 10:00～14:00） 

２．場 所  (一社)山梨県自動車整備振興会 実習場 

３．実施者  （一財）日本品質保証機構 計量計測センター  TEL 042-679-0147 

４．検定料  １８,３００円 

＊騒音計の有効期限を確認下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査コースの閉鎖について 

騒音計の検定について（指定工場の皆様へ） 
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現在ＦＡＩＮＥＳを開くと新料金体系への確認、承認画面が出てきます。 

未だＦＡＩＮＥＳ画面を開いていないか、「承認保留」としている多くのＦＡＩＮＥＳ会員様が 

いらっしゃいます。 

 新料金へのご理解を頂き、「新料金への承認」をお願いいたします。 

 

 

ＦＡＩＮＥＳ料金改定のご案内 
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―６月１日～６月３０日の１ヶ月間は「不正改造車排除強化月間」― 

 

「不正改造車を排除する運動」の実施に関する国土交通省通達をお知らせ致します。平成２８年

度においても、全国的に不正改造車の排除のための諸活動になお一層強力に取り組むよう本運動の

趣旨・実施事項等を踏まえご協力をお願いします。 

なお、本運動のポスターと不正改造車排除マニュアルを会員の皆様に配布いたしますのでご活用

下さい。 

 

【目的】 

我が国の自動車保有台数は、平成27年12月末現在で8,100万台を超えており、自動車が国民生活

にとって欠かすことのできない移動・輸送手段となっている。一方、昨年の交通事故による負傷者

数は67万人と11年連続で減少しているものの、死者数は4,117人と15年ぶりに増加に転じており、

依然として厳しい状況が続いている。 

また、我が国の大気環境については、近年環境基準の達成状況に改善傾向がみられるものの、二

酸化窒素（NO2）及び浮遊粒子状物質（SPM）の環境基準が達成されていない地域が依然として残っ

ている状況にある。 

さらに、自動車交通騒音に係る環境基準達成状況についても、近年、全体としては緩やかな改善

傾向であるものの、幹線道路に近接する空間においては改善すべき余地が依然として大きく、未だ

苦情も寄せられている状況にある。 

このような状況の中、暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車については、安全を脅かし道

路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となっているこ

とから、社会的にもその排除が強く求められている。 

特に、部品の取付けや取外しによって保安基準に適合しなくなっても、違法であるとの認識のな

いままに改造を行っている自動車使用者や、その意を受けて車検時には基準適合していても車検後

に部品の取付けや取外しをする不正改造や検査での合格を強要する悪質な事業者もおり、検査が不

適切であるとして、自動車検査官が逮捕されるに至った事例も発生している。 

このため、「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開することにより、不正改造についての

認知度を高め、車両の安全確保・環境保全を図ることにより、国民の安全・安心の確保を確実に実

現する。 

【実施事項】 

１．重点排除項目 

(１)視認性、被視認性の低下を招く窓ガラスへの着色フィルム等の貼付 

(２)前面ガラスへの装飾板の装着 

(３)直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び画像表示装置の取外し 

(４)灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け並びに保安基準上、装備が義務化 

されている灯火器（例：側面方向指示器）の取外し 

(５)タイヤ及びホイール（回転部分）の車体外へのはみ出し 

(６)騒音の増大を招くマフラーの切断・取外し及び騒音低減機構を容易に取り外せる等 

の基準不適合マフラーの装着 

(７)土砂等を運搬するダンプ車の荷台さし枠の取付け及びリアバンパ（突入防止装置） 

の切断・取外し 

(８)基準外のウイング（エア・スポイラ）の取付け 

 

『不正改造車を排除する運動』について 
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(９)不正な二次架装 

(10)大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等 

(11)ディーゼル黒煙を悪化させる燃料噴射ポンプの封印の取外し 

(12)不正軽油燃料の使用 

 

２．自動車整備事業者における実施事項 

「不正改造車を排除する運動」のポスターを掲示する 

等により、自動車ユーザーに不正改造防止を周知し、 

不正改造車の排除に努める。 

(１) 適正な整備・改造の推進 

(２) 従業員に対する指導等 

(３) 自主点検の実施 

(４) 不正改造車に関する情報等の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．整備管理者とは  

一定台数以上のバス、大型トラック又は事業用自動車を使用する自動車の使用者は、その使

用の本拠ごとに、一定の要件を備える「整備管理者」を選任して必要な権限を付与し、自動車

の点検・整備及び自動車車庫の管理に関する事項を処理させなければなりません。 

 

２．整備管理者の選任が必要な自動車使用者 

整備管理者の選任が必要な使用の本拠は、次表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備管理者選任前研修について(山梨運輸支局より) 
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３．実施日 

（第１回）平成２８年 ４月２０日（水）   （第５回）平成２８年１０月１９日（水） 

（第２回）平成２８年 ５月１１日（水）   （第６回）平成２８年１１月 ９日（水） 

（第３回）平成２８年 ７月 ６日（水）   （第７回）平成２９年 １月１８日（水） 

（第４回）平成２８年 ９月 ７日（水）   （第８回）平成２９年 ３月 ８日（水） 

４．時間（各実施日共通） 

受付時間 １３：００～１３：３０    研修時間 １３：３０～１５：４０ 

５．会場 

山梨運輸支局 ２階会議室（定員 ３０名） 

（山梨県笛吹市石和町唐柏１０００－９） 

６．受講対象者 

整備管理者として選任を予定されている方。 

  ※次の条件の方は受講する必要がありません。 

   ・過去に整備管理者選任前研修を受講し修了証を受領した方。 

   ・自動車整備士の資格をお持ちの方。 

７．申込方法 

   研修実施日の１週間前まで（必着）に「整備管理者選任前研修受講申込書」（山梨運輸支局

ＨＰ）を作成の上、下記の申込先へＦＡＸして下さい。 

（※当日の申し込みは受理できません。） 

なお、定員を超えた場合は、次回の受講として、受講日変更の通知を致します。 

８．申込先 

山梨運輸支局  ＦＡＸ ０５５－２６３－１４１８ 

       （ＴＥＬ ０５５－２６１－０８８２） 

９．受講料      無料 

10．携行品 

① 運転免許証等本人確認ができるもの   ② 筆記用具 

 

山梨運輸支局ホームページ（整備管理者関係） 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_yamanasi/seibi_about.html 
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関東運輸局山梨運輸支局より、車両火災事故防止に向けた確実な点検整備の実施について通達が

ありましたのでお知らせ致します。 

自動車運送事業者から整備の必要性等の相談があった場合には、適切に対応頂きますようお願い

致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「バス火災事故防止のための点検整備のポイント」の詳細は、              

国土交通省ホームページをご覧ください 

 

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000133.html 
 

車両火災事故防止に向けた確実な点検整備の実施について 



 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

第３１回 

親睦ゴルフ大会 

 

◎と  き 平成２８年７月１６日（土） 

◎ところ カントリークラブ グリーンバレイ 

（韮崎市穂坂町上今井1849） 

  ◎主  催  （一社）山梨県自動車整備振興会 

             山梨県自動車整備商工組合 

             山梨県自動車整備労務改善協議会 

 

◎ 参加料  １名  ３,０００円（賞品、パーティー代） 

 

◎ プレー代 １名  ９,５００円  （チャリティー金1,000円は別途） 

（プレー代、昼食、消費税を含む） 

◎ 参加対象者は、（一社）山梨県自動車整備振興会並びに山梨県自動車整備商工組合

の会員、組合員及びその従業員とします。 

◎ 参加希望者は、ゴルフ実行委員へ６月２４日（金）までにお申し込み下さい。 

◎ スタート時間等は、ゴルフ実行委員を通じてお知らせします。 
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【訃 報】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業場 認証 支部 事業場 認証 支部 

功刀自動車（株）  1046 甲府西 （株）稲葉工業 63 南巨摩南 

三友自動車工業（有） 15 甲府南 保坂自動車 619 南巨摩北 

（株）キリン自動車 411 甲府南 中富自動車整備工場 682 南巨摩北 

（有）塩部モ―タ―ス 189 甲府北 山田自動車整備工場 856 南巨摩北 

青木自動車商会 407 甲府北 米山自動車工場 629 東八 

末木モータース 431 峡北 小澤自動車工業 931 東八 

藤原モータース 724 峡北 長田自動車整備工場 941 東八 

（有）小沢自動車 514 韮崎 成沢自動車 1058 東八 

矢崎自動車整備工場 968 韮崎 三富自動車工業 782 日下部 

ボディーショップフカサワ 986 韮崎 田辺自動車整備工場 113 塩山 

井上モータース 355 南アルプス南 町田自動車商会 692 塩山 

新津モータース 413 南アルプス南 岳麓マツダ自動車（株） 292 岳麓 

早川自動車整備工場 418 南アルプス南 宝興自動車整備 1008 大月 

（有）落合自動車工業 1024 南アルプス南 コマタオートセンター 433 都留 

清川自動車整備工場 612 市川 杉林モータース 786 都留 

車検・点検案内はがき「お楽しみくじ」４月分当選発表 

（日下部支部 ８－１１４１） 

天野自動車整備工場 

代表者 天野 傳 様 

ご令室 天野 京子 様(６２歳) 

４月１８日ご逝去 

（岳麓支部 ８－１４３） 

小林自動車整備工場 

代表者 小林 公夫 様 

ご母堂 小林 津ね子様(９３歳) 

４月１２日ご逝去 


